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竜巻

　
う
る
ま
市
に
は
、
大
規
模
な
地
す
べ

り
危
険
箇
所
や
急
傾
斜
地
崩
落
危
険
箇

所
が
多
数
あ
り
ま
す
。
（
市
防
災
マ
ッ

プ
参
照
）

　
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
短
時
間
に
集

中
的
に
降
る
雨
や
長
雨
に
注
意
が
必
要

で
す
。

　
土
砂
災
害
の
前
兆
と
し
て
、
・
小
石

が
パ
ラ
パ
ラ
と
落
ち
る
、
・
地
面
に
ひ

び
割
れ
が
で
き
る
、
・
斜
面
か
ら
濁
っ

た
水
が
流
れ
出
す
、
・
木
の
根
が
切
れ

る
音
（
パ
キ
パ
キ
）
が
聞
こ
え
る
な
ど
、

普
段
と
違
う
と
感
じ
た
場
合
、
早
め
の

避
難
が
重
要
で
す
。
こ
の
場
合
、
市
や

消
防
に
通
報
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
気
象
台
で
は
、
土
中
に
ど
の

く
ら
い
の
雨
水
を
含
ん
で
い
る
か
デ
ー

タ
を
収
集
し
て
お
り
、
危
険
と
判
断
し

た
場
合
に
は
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど

で
「
土
砂
災
害
警
戒
情
報
」
を
発
信
し
、

土
砂
災
害
の
危
険
が
あ
る
地
域
に
警
戒

を
促
し
て
お
り
ま
す
。

　
平
成
18
年
に
、
北
海
道
佐
呂
間
町
や

宮
崎
県
延
岡
市
で
竜
巻
に
よ
る
死
者
が

で
ま
し
た
。
竜
巻
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は

ト
ル
ネ
ー
ド
と
呼
ば
れ
、
一
瞬
で
大
き

な
災
害
を
引
き
起
こ
す
と
恐
れ
ら
れ
て

い
ま
す
。
日
本
で
は
、
季
節
を
問
わ
ず

全
国
ど
こ
で
も
発
生
し
て
お
り
、
一
年

間
の
平
均
発
生
数
は
17
個
で
、
数
十
メ

ー
ト
ル
程
度
の
狭
い
範
囲
に
台
風
並
の

非
常
に
強
い
風
が
吹
き
、
数
百
〜
数
千

メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
帯
状
の
被
害
を

発
生
さ
せ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
私
た
ち
の
沖
縄
で
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
夏
の
海
岸
線
を
歩
く
と
水

平
線
の
彼
方
に
積
乱
雲
か
ら
垂
れ
下
が

る
竜
巻
を
確
認
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

実
は
、
沖
縄
県
は
、
1
0
0
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
四
方
あ
た
り
の
竜
巻
発
生
率
が

9.
1
個
と
全
国
一
高
い
地
域
で
、
特
に

夏
場
は
、
雷
雨
や
台
風
、
熱
帯
低
気
圧

に
伴
っ
て
多
く
発
生
し
、
人
身
被
害
や

飛
来
物
に
よ
る
建
物
の
損
壊
等
が
発
生

し
て
い
ま
す
。
　

　
こ
れ
か
ら
竜
巻
の
発
生
が
多
く
な
る

季
節
で
す
。
も
し
、
竜
巻
に
遭
遇
し
た

場
合
は
、
す
ぐ
に
近
く
の
頑
丈
な
建
物

に
避
難
し
、
ガ
ラ
ス
窓
か
ら
離
れ
、
部

屋
の
中
央
付
近
で
身
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
い
対
処
方
法
に
つ
い
て
は
、
気

象
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

沖
縄
は

竜
巻
発
生
率
日
本
一

沖
縄
は

竜
巻
発
生
率
日
本
一

http://w
w
w
.jm
a.go.jp/jm

a/kishou/
books/tornado/index.htm

　
市
で
は
、
自
然
災
害
に
対
し
て
の
備

え
や
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
避
難

行
動
な
ど
に
役
立
て
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

防
災
マ
ッ
プ
を
作
成
し
て
お
り
ま
す
。

　
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
警
戒
を
要

す
る
地
域
や
避
難
所
の
位
置
、
各
種
災

害
の
注
意
点
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
防
災
マ
ッ
プ

は
、
昨
年
、
市
内
全
世
帯
に
配
布
し
て

お
り
ま
す
が
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
公
開
し
て
お
り
ま
す
。

（
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.city.urum

a.lg.jp/2/1287

.htm
l）

　不発弾とは、戦争などで使用
された爆弾、ロケット弾、手榴弾、
地雷などで、地上などに落下し
たが発火せずに不発となったも
のです。このような不発弾は、
起爆装置（信管）の安全機構が
外されており、何らかの衝撃で
発火装置が起動しうる状態にあ
ることが予想されるので非常に
危険です。
　不発弾を発見したら、触らず
に最寄りの警察署や交番、海上
保安署まで通報してください。

陸上部分での発見
　最寄りの警察署
　うるま警察署☎973-0110
　石川警察署　☎964-4110

海中での発見
　中城海上保安署
　　　　　　　☎938-7118
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災害により被災されたら・・・
市では、災害により被災された方の生活が早く復興できるよう、以下の支援制度を設け相談に応じております。

○り災証明書
　　り災証明書とは、火災・風水害・地震その他の自然災害に
　よって生じた被害証明書です。自然災害により、家屋などに
　被害を受けた方で、災害見舞金の申請や損害保険などの請求
　などに、市や消防が発行するり災証明書が必要になる場合が
　あります。り災証明願が提出され次第、市や消防が実態を調
　査し証明書を発行いたします。

○お問い合わせ先
　火災・家屋等の浸水については
　　市消防本部　予防課 TEL 974－0363
　地震その他の自然災害については
　　市役所　総務部　総務課　防災係 TEL 973－0606
　　※大規模災害時には、上記お問い合わせ先が変更になります。

その場合、防災行政無線や広報車などにてお知らせします。

○申請にあたり次の書類が必要となります。
　①り災証明願
　（市役所総務部総務課、市消防本部予防課）
　②被害状況等の写真
　（被害全体の写真、被害箇所等被害の状況が確認できる写真）
　③印鑑（認印可）
　　■り災証明書
　　　り災物件を確実な証拠などにより確認できる場合に発行
　　■り災届出証明書
　　　り災物件を確実な証拠などにより確認できない場合にお
　　　いて、り災者からり災の届出がされている場合に発行

うるま市在住の方で、災害などにより死亡または治療期間が30日以上の怪
我をされた方、家屋の全焼・全壊、半焼・半壊及び床上浸水の被害に遭わ
れた方を対象に災害見舞金を支給しています。

災害により被害を受けた固定資産（土地・家屋・償却）に係る税の減免に
ついて相談を行っております。

災害により被災された方を対象に市県民税の相談を行っております。

災害により被災された方を対象に納税相談を行っております。

国民健康保険に加入されている方で、災害により被災された方を対象に国
民健康保険税の相談を行っております。

介護保険に加入されている方で、災害により被災された方を対象に介護保
険料の相談を行っております。

災害により被災され、最低生活を維持することが困難になられた方に対して、
生活保護の相談を行っております。

災害により滅失又は破損した住宅をその災害発生の日から6ヶ月以内に建築
又は大規模修繕をする場合、建築確認申請手数料の相談を行っております。

災害により家屋等が被災した方に、り災証明の発行を行っております。り
災証明は、上記支援制度などの申請に必要となる場合があります。

制　度　等 相　談　内　容 問い合わせ

●災害見舞金制度

●資産税の相談

●市県民税の相談

●納税の相談

●国民健康保険税の相談

●介護保険料の相談

●生活保護の相談

●建築確認申請手数料の相談

●り災証明書の発行

市民生活課
☎973－5487

資産税課
☎973－5394

市民税課
☎973－5382
納税課
☎973－1099

国民健康保険課
☎973－3202

介護長寿課
☎973－3208

生活福祉課
☎973－4982

建築指導課
☎965－5601

総務課
☎973－0606


